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令和７年度北九州市立小学校給食調理等業務委託にかかるプロポーザル実施要領 
 

 北九州市では、学校給食調理業務の民間委託を実施するにあたり、安全でおいしい学校給

食を安定的に提供できる事業者を募集し、業務実施体制や衛生管理等、様々な視点から総合

的に評価するプロポーザル方式により契約相手方候補者を選考します。 

この実施要領は、「北九州市学校給食調理等業務」委託の契約相手方候補を選考するための

提案について、留意すべき事項を定めたものです。 

応募しようとする者は、以下の事項を熟読した上で応募してください。 

 

１ 募集案件 

  北九州市立小学校給食調理等業務委託 

 

２ 履行場所 

  ２６校（平成１９・２２・２７年度に民間委託を開始した学校） 

学校名 所在地 

松ヶ江北小学校 門司区大字畑５１８ 

港が丘小学校 門司区清見一丁目１８番３８号 

足原小学校 小倉北区足原二丁目８番１号 

到津小学校 小倉北区上到津一丁目９番１号 

小倉中央小学校 小倉北区堺町二丁目４番１号 

富野小学校 小倉北区常磐町３番１号 

企救丘小学校 小倉南区企救丘二丁目１番１号 

志井小学校 小倉南区大字志井２８０ 

高蔵小学校 小倉南区上吉田三丁目１１番１号 

徳力小学校 小倉南区徳力新町二丁目２番１号 

沼小学校 小倉南区沼本町二丁目４番１号 

東朽網小学校 小倉南区朽網東三丁目４番１号 

湯川小学校 小倉南区湯川新町一丁目８番１号 

青葉小学校 若松区青葉台西三丁目１番１号 

高須小学校 若松区高須東四丁目１４番１号 

深町小学校 若松区深町一丁目１番１号 

槻田小学校 八幡東区松尾町９番１号 

八幡小学校 八幡東区中央三丁目９番１号 

池田小学校 八幡西区池田三丁目２番１号 

折尾東小学校 八幡西区光明一丁目２番１号 
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学校名 所在地 

香月小学校 八幡西区香月中央三丁目３番１号 

熊西小学校 八幡西区西曲里町７番１号 

千代小学校 八幡西区千代五丁目１７番１号 

中尾小学校 八幡西区下上津役一丁目６番１号 

八枝小学校 八幡西区八枝四丁目５番１号 

一枝小学校 戸畑区一枝二丁目７番１号 

   

３ 業務の内容 

  別添「北九州市立小学校給食調理等業務委託仕様書」及び「特記仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり 

 

４ 契約期間 

  令和７年３月３日から令和１２年３月３１日まで 

 

５ 上限価格 

学校名 上限価格（税抜） 

松ヶ江北小学校 ８０，５００，０００円 

港が丘小学校 ８０，５００，０００円 

足原小学校 ７５，０００，０００円 

到津小学校 １１６，０００，０００円 

小倉中央小学校 ８０，５００，０００円 

富野小学校 ９１，０００，０００円 

企救丘小学校 ７６，０００，０００円 

志井小学校 １００，０００，０００円 

高蔵小学校 ８０，５００，０００円 

徳力小学校 ９３，０００，０００円 

沼小学校 ９３，０００，０００円 

東朽網小学校 ８０，５００，０００円 

湯川小学校 １１６，０００，０００円 

青葉小学校 １０１，０００，０００円 

高須小学校 ８０，５００，０００円 

深町小学校 ９１，０００，０００円 

槻田小学校 １００，０００，０００円 
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学校名 上限価格 

八幡小学校 ８０，５００，０００円 

池田小学校 ７５，０００，０００円 

折尾東小学校 ９３，０００，０００円 

香月小学校 ５５，０００，０００円 

熊西小学校 ５９，０００，０００円 

千代小学校 １００，０００，０００円 

中尾小学校 １０４，０００，０００円 

八枝小学校 ９３，０００，０００円 

一枝小学校 ４５，０００，０００円 

 

６ 応募方法 

  応募者は、応募する学校を「２ 履行場所」の学校から選択してください。 

契約は学校ごとに行います。１事業者あたりの応募数に制限はありません。 

 

７ 応募資格 

  本プロポーザルに応募する者に必要な資格は、次に掲げるとおりです。 

 (１) 本年度の１０月１日現在において、北九州市物品等供給契約登録業者名簿に登録して

いる者であること。 

(２) 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者でないこと。 

 (３) 北九州市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

(４) 北九州市物品等供給契約競争入札参加者の指名停止要綱に基づく指名停止期間中でない

こと。 

(５) 市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 (６) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者または民事再生法に基

づき再生手続き開始の申し立てがなされている者（開始の決定がなされた者を除く。）、

銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全であると認められないこと。 

 (７) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲

げる暴力団または暴力団員およびそれらの利益となる活動を行う団体等ではないこと。 

 (８) 安全衛生管理 

従事者に対し安全・衛生教育が徹底され、これに基づき業務を行っていること。 

 (９) 信用状況 

  ①食品衛生法に関する行政処分を、福岡県内において、本年度の１月１日以前３年間に

おいて受けていないこと。 

  ②食品衛生法に規定する営業許可を受けることができること。 

  ③損害保険に加入していること。 

  ④履行保証人の設定ができること。 

 

８ 応募資格の喪失 

  応募者が受託候補者決定の日までに、次のいずれかに該当することになった場合は、当該

プロポーザル方式に係る参加資格を失うものとし、既に行われた提案は無効とします。 

  この場合、提案者に対して参加資格を失った旨及びその理由を示した文書を通知します。 
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(１) 「７ 応募資格」に記載された参加資格の要件を満たさなくなった場合 

(２) 不正な利益等を図る目的で選考委員会の委員等と接触した場合 

(３) 提案書に虚偽の記載をしたことが判明した場合 

(４) その他、選考に際し不正な行為があった場合 

 

９ 応募手続き 

 (１)日程  

実施内容 実施期日 

事前説明会 令和６年 ９月２０日（金） 

質問の受付締切 令和６年 ９月２７日（金） 

参加意向申出書の提出期限 令和６年１０月 ７日（月） 

企画提案書の提出期限 令和６年１０月１５日（火） 

選考委員会・提案説明 令和６年１０月下旬 

契約相手方候補者決定通知 令和６年１１月上旬 

業務委託契約開始 令和７年 ３月 ３日（月） 

 

(２)契約及び提案に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市教育委員会 学校支援部 学校保健課  担当：日髙、河村、池田 

  TEL：(０９３)５８２－２３８１／FAX：(０９３)５８１－５９２０ 

  E-mail：kyou-gakkouhoken@city.kitakyushu.lg.jp 

 (３)質問の受付及び回答 

  ア 期  限 

令和６年９月２７日（金）午後５時１５分まで（必着） 

  イ 提出方法 

質問内容を電子メールで送信してください。 

  ウ 提 出 先 

９（２）の担当部局と同じ。 

エ 回答方法 

令和６年１０月４日（金）までに、文書（電子メール）で回答します。 

なお、公平を期すため質問者を伏せた上で、全ての質問について一覧表で回答します。 

(４)参加意向申出書の提出 

  ア 期 限 令和６年１０月７日（月）午後５時１５分まで（必着） 

        （郵送の場合は書留または配達証明に限る。） 

  イ 提出先 ９(２)の担当部局と同じ。 

  ウ 提出物  

 

No. 内  容 

１ 参加意向申出書（提案様式１） 

２ 会社概要（提案様式 2） 

３ 更新校の受託希望調査（参考資料） 
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４ 直近３事業年度分の会社法に基づく計算書類等 

※会社法等に基づく計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表）、事業報告書、計算書類及び事業報告書の附属明細

書のことであり、監査報告又は会計監査報告がある場合はこれを含む。 

５ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書。写し可。） 

６ 納税証明書（市税、消費税及び地方消費税。発行後３か月以内のもの。） 

７ 更新校の受託希望調査（参考資料） 

  ※納税証明書について 

【市税】 

① 北九州市に本社、支社、営業所等の事業所がある場合は、本市で発行される

「市税に滞納がないことの証明」 

② 市外に本社がある場合は、本社所在地の市区町村で発行される「納税証明書」 

    【法人税、消費税及び地方消費税】 

① 管轄税務署が発行する法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと

の証明「納税証明書（その３の３）」 

エ 提出部数 各１部 

(５) 企画提案書の提出 

  ア 期 限 令和６年１０月１５日（火）午後５時１５分まで（必着） 

       （郵送の場合は書留または配達証明に限る。） 

  イ 提出先 ９(２)の担当部局と同じ。 

  ウ 提出物 

 

No. 内  容 提出部数（正本） 提出部数（副本） 

１ 企画提案申込書（提案様式 3） １部 － 

２ 企画提案書（提案様式 4～10） １部 １０部（注） 

３ 価格見積金額積算内訳書（提案様式 11） １部 １０部（注） 

４ 受託実績の詳細（契約書表紙の写） １部 － 

５ 研修実施年間計画表（様式任意） １部 １０部（注） 

  ※提出物の作成及び提出形式については、「企画提案書の作成要領」をご確認ください。 

※副本には企画提案申込書及び受託実績の詳細（契約書表紙の写）の添付は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 提案参加の辞退 

   参加意向申出書の提出後、提案を辞退する場合は令和６年１０月１０日（木）午後５時

１５分までに、提案参加辞退届（提案様式 12）を提出してください。 

（※提出先は９(２)の担当部局と同じ） 

 

  

【企画提案書作成・提出上の注意事項】 

①複数の学校について提案する場合、業務実施体制（提案様式８）と価格見積金額積算内

訳書（提案様式１１）は学校毎に作成してください。 

②いずれの書類も、会社名の記載は正本のみとし、副本１０部には、提案者を判別できる

ような記載はしないでください。 
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10 選考方法 

 (１) 評価の方法 

   教育委員会内に「北九州市学校給食調理等業務委託業者選考委員会」を設置し、下記

(７)評価項目、評価視点及び配点にしたがって、書類審査及び提案審査を行い、最高得

点の提案者を契約相手方候補者として決定します。 

提案審査及び質疑応答については、会社名を伏して行います。 

   最高得点の提案者が２者以上あるときは、選考委員会において提案内容等を精査し、

最優秀提案者を決定します。 

   ただし、総合計得点の６０％を最低基準点とし、最低基準点に達しない場合は、契約

相手方候補者として決定しません。最低基準点の算定には、本市業者評価制度による加

点・減点及び市内企業による加点は除きます。 

 (２) 北九州市学校給食調理等業務委託業者選考委員会 

   学識経験者、保護者代表、学校給食実施学校長、食品衛生関係者等、合計８名で組織

します。 

 (３) 提案説明日時 

   令和６年１０月下旬に、選考委員会を開催予定ですので、出席をお願いします。 

（選考委員会の日時・場所については、令和６年１０月１８日（金）までに通知します。） 

 (４) 結果通知 

   令和６年１１月上旬（予定） ※原則として電子メールにて結果通知書を送付します。 

(５) 辞退 

   契約相手方候補者を辞退する場合は、辞退届を期限までに提出してください。（様式は

結果通知書と併せて送付します。なお、辞退届の提出期限は結果通知書に記載します。） 

(６) 契約締結手続き 

   契約相手方候補者との協議が整い次第、速やかに契約の手続きを進めるものとします。 

なお、契約相手方候補者が契約を辞退したとき、または応募資格要件を満たさなくな

った場合は、次順位の者と契約の手続きを進めるものとします。 

また、契約内容は協議により必要が生じた場合に修正することがあります。 

 (７)評価項目、評価視点及び配点 

  ア 書類審査                         （合計 ５５点） 

評価項目 評価視点 配点 

経営状況 
財務状況は健全か。業務受託にあたり、

経営面で問題はないか 
５５ 

イ 提案審査                        （合計 １３５点） 

評価項目 評価視点 配点 

①学校給食に対する基本的事項 
安全・安心な給食を提供するための方針

はどうか 
１０ 

②給食調理業務受託実績 
食数など同規模以上の学校での受託実

績があるか 
１０ 

③学校給食における衛生管理 
衛生管理、健康管理、巡回・検査体制は

どうか 
３０ 
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評価項目 評価視点 配点 

④危機管理 

感染症の罹患時や、事故発生時の対応及

びその防止策、危機管理体制、独自マニ

ュアル・独自チェック体制はどうか 

１５ 

⑤業務実施体制 

受託決定した場合の人員配置、採用計

画、従事者定着のための方策、欠員時の

サポート体制、委託業務開始までのスケ

ジュールはどうか 

３０ 

⑥従事者教育・労務管理 

従事者に対する研修体制、育成方法はど

うか 

労務管理はどうか 

１５ 

⑦案全般に対する評価 

市に対する独自提案はどうか 

総合的に判断して優れた提案となって

いるか 

１０ 

⑧経費見積もり 
①～⑦を踏まえた上で妥当な委託料と

なっているか 
１５ 

  ① 書類審査については合計５５点を１名の持ち点とし、選考委員のうち１名の小計５５点

で審査を行います。 

② 提案審査については合計１３５点を１名の持ち点とし、選考委員のうち７名の小計 

９４５点で審査を行います。 

  ③ 書類審査と提案審査の合計１，０００点満点で審査を行います。 

④ 現在、本市の学校給食調理等業務を受託している場合は、【令和６年度学校給食調理等

業務委託評価結果】により、１００点～△１００点の範囲で加点、減点を行います。 

（新規参入事業者にはこの加点、減点はありません。） 

⑤ 本社又は本店が市内にある事業者（市内事業者）については、５０点の加点を行います。 

 

11 その他 

 (１) 著作権等 

ア 企画提案書の著作権は応募者に帰属します。ただし、本市は契約相手方候補者の公

表等必要な場合には申込時の提出の内容を無償で使用できるものとします。  

イ 行政文書開示請求があった場合は、北九州市情報公開条例に基づき取り扱うことと

します。 

ウ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負います。 

(２) 選考結果公表 

契約相手方候補者の選考結果に関する情報は、選考終了後に公表を予定しています。 

なお、事業者名は決定事業者のみ公表します。 

(３) 応募費用 

応募に際し、必要となる資料の作成・提出等に要する費用及び選考に参加するための

費用は、全て応募者の負担とします。 

(４) 提出書類 

  本市に提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

 (５) 虚偽記載等をした場合 

応募者が、提出書類に虚偽の記載をした場合や不正な行為があった場合は失格としま

す。また、契約相手方候補者として決定した後にその行為等が判明した場合は、本市は

契約を締結しない等の措置を取ることができるものとします。 
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 (６) 本市が提供した資料の取扱い 

   本市が提供する資料は応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。また、

この目的の範囲内であっても、本市の了承を得ずに第三者に対してこれを使用させるこ

と、または内容を提示することを禁止します。 

(７) 追加資料 

本市が必要と認める場合には、提出書類の差替、訂正、追加、再提出を求めます。 

 (８) 様式 

様式についてデータファイルが必要な場合は、北九州市ホームページ「トップペー

ジ」 > 「ビジネス・産業」 > 「入札・契約・公募」 > 「公募情報（プロポーザル

等）」 > 「プロポーザル募集一覧」からダウンロードしてください。 
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企画提案書の記載要領 

北九州市立小学校給食調理等業務委託の委託候補事業者選定に係る企画提案の提出書類の

作成にあたっては、本要領をご参照ください。 

なお、選考委員会は、選考委員との質疑応答による方式で開催します。 

原則、選考委員会の際に提案者からの補足説明等は出来ませんので、漏れ等がないよう企

画提案書の内容を精査してください。 

 

1 総則 

(1) 企画提案書の作成にあたっては、専門知識を有しない者にも理解できるように配慮

し、見やすく明確な提案書となるよう留意してください。 

 (2) 企画提案書には、「北九州市立小学校給食調理等業務委託企画提案書」の題名で、A4判

の表紙をつけてください。また、業務実施体制（提案様式 8）及び価格見積金額積算内

訳書（提案様式 11）については提案する学校毎に作成してください。 

(3) 企画提案書は、30ページ以内（ページ下部にページ数を記載）、12ポイント以上、A4

縦サイズ、両面印刷（長辺綴じ、左側 2か所穴あけ）にしてください。また、企画提案

書の後ろに価格見積金額積算内訳書、受託実績の詳細（契約書表紙の写し、※正本にの

み添付）及び研修実施年間計画表（様式任意）を綴じこんでください。綴じこむ書類に

ついても穴をあけてください。 

(4) 部数は正本を 1部、副本を 10部提出してください。なお、正本も副本もファイルへの

綴込みや製本は不要です。いずれの書類も会社名の記載は正本のみとし、副本 10部に

は、提案者を判別できるような記載はしないでください。 

(5) 提出書類は会社名の記載のある封筒等に入れてご提出ください。封筒には複数部入れ

て構いません。1部ずつ小分けで封入する必要はありません。 

 

2 記載事項 

  企画提案書には下記(1)～(7)の項目について記載してください。 

(1) 学校給食に対する基本的事項 

  安全・安心な学校給食を提供するための方針・取り組み実績等について、具体的に記載

してください。 

1 学校給食の意義 

2 学校給食の取組みへの関わり方 

3 本市学校給食の取組みへの関わり方 

4 安全・安心な給食を提供するための取組み方針 

5 アレルギー給食への対応（提供体制、安全管理等） 

6 児童生徒との関わり、学校との連携（学校行事等への参加等）への対応 

7 食育についての考え方や留意する事項について 

(2) 給食調理業務受託実績（該当がある場合のみ） 

 健康増進法第 20条第 1項に規定する特定給食施設のうち、5年以内の業務実績数につい

て学校給食（自校式・センター方式）と病院給食等に分け、それぞれ記載してください。 

  また、参考資料として、正本にのみ、それぞれの受託実績の履行経験を有することにつ

いての契約書表紙の写しを添付してください。 

 (3) 学校給食に関する衛生管理 

  安全・安心な学校給食を提供するための衛生管理についての方針・取り組み実績につい

て具体的に記載してください。 

  1 衛生管理体制 

 2 健康管理体制 
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 3 従事者に対する巡回指導及び検査体制など 

(4) 危機管理 

従事者が感染症に罹患した場合や、事故（食中毒・異物混入等）、災害発生時の対応とそ

の防止策等具体的に記載してください。 

  1 従事者の感染症罹患時及び事故（食中毒・異物混入等）時の対応とその防止策 

  2 従事者の感染症罹患時及び事故（食中毒・異物混入等）発生時にかかる本市への報告 

  3 危機管理体制及びマニュアルの有無 

  4 提案者の責めに帰すべき理由により事故が発生し、発注者又は第三者に損害が生じた

場合の賠償の考え方 

(5) 業務実施体制（※学校毎に作成し、余白に学校名を記載してください。） 

  受託した場合の人員配置、採用計画、従事者定着のための方策等について具体的に記載

してください。 

 1 人員配置の考え方及び配置人数、勤務時間、業務分担等 

※常時その学校で勤務する従事者の配置人数や勤務時間が分かるよう記載してくださ

い。 

※毎日勤務しない方や応援要員の方など、常にその学校にいるわけではない従事者に

ついては、勤務形態（週 3日勤務（月水金）など）や応援要員である旨を明記して

ください。 

※ここで言う従事者に配膳員は含みません。小学校調理室で勤務する従事者について

記載してください。 

 2 業務総括責任者、常勤（副業務総括責任者）の資格、経験年数及び配置の考え方等 

 3 その他調理従事者の資格、経験年数、配置の考え方 

 4 学校給食の作業手順（１日の作業順序、留意事項等） 

 5 長期休業中の施設・設備の清掃及び点検等（作業内容、作業日数等） 

 6 調理従事者の安定的な配置のための方策 

 7 採用計画など業務委託開始までのスケジュール等 

 

 ≪(5)‐１ 記載例≫ 

 【常時の作業体制】 

   ①人数：常勤 2名＋パート 2名（※ローテーション人数ではない） 

②勤務時間：常勤 8時間、パート 5.5時間 合計 27時間 

 【従事者配置表上の体制】 

 職種 勤務時間帯 勤務時間 業務分担 

1 業責（責任者） 8:00～17:00 
8.0時間 

全体指示、下処理、調理、

配缶、洗浄、清掃 2 常勤（副責任者） 8:00～17:00 

3 パート 8:30～15:00 

5.5時間 
下処理、調理、配缶、洗浄、

清掃 

4 パート(週 3勤務) 8:30～15:00 

5 パート(週 3勤務) 8:30～15:00 

6 パート(応援要員) 8:30～15:00 
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(6) 従事者教育・労務管理 

 従事者への年間研修計画、育成方法について具体的に記載してください。 

 ※参考資料として、研修実施年間計画表（様式任意）を添付してください。 

 

 ≪(6) 記載例≫ 

 

研修実施年間計画表 

 実施時期 対象者 研修名 内容等 

1 
2年 3月 

新入社員 新入社員研修会 ビジネスマナー、衛生管理の基礎 

2 全員 衛生研修会 衛生管理マニュアルについて 

・ ・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ ・ 

10 毎月 1回 
業責 

常勤 
勉強会 各校の履行状況報告・情報共有等 

 

 

(7) 経費見積 

 価格見積金額積算内訳書には、人件費、被服衛生費、一般経費等を記載してください。 


